
【様式１】    

規制の事前評価書 

法 令 案 の 名 称：出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を 

所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案（仮称） 

規 制 の 名 称：船舶等を運航する運送業者の報告義務、運送禁止義務及び当該義務違反に係る罰則 

規 制 の 区 分：☑新設 □拡充 □緩和 □廃止

担 当 部 局：出入国在留管理庁 

評 価 実 施 時 期：令和８年１月 

１ 規制の必要性・有効性 

【新設・拡充】 

＜法令案の要旨＞ 

・我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円

滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を

行おうとするものについては、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合

には上陸許可の証印に代わる措置を講ずることを可能とする制度の創設等の措置を講ずるほか、外国人の出入

国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を

引き上げる等の措置を講ずる。 

＜規制を新設・拡充する背景、発生している課題とその原因＞ 

・現行法においては、我が国に入る船舶等を運航する運送業者又は当該船舶等の長に対し、我が国にとって好

ましくない外国人を乗せて我が国に入らせてはならないことを定めた規定が存在しないことから、我が国にと

って好ましくない外国人であっても、事実上、我が国に入ることが可能である。しかし、我が国にとって好ま

しくない外国人が我が国に入るなどすることで、不法入国や不法上陸が成立し、退去強制の対象となるとして

も、一旦本邦に入ってしまった以上、当該外国人を送還するためには多大な労力と経費を要することとなり、

公正な出入国管理に大きな支障が生ずることとなる。 

公正な出入国管理を図るためには、我が国にとって好ましくない外国人の入国を禁止するだけでなく、我が

国に入る船舶等を運航する運送業者や船舶等の長において、そのような外国人を当該船舶等に乗せて本邦に入

らせないこととすることによって、初めて実効的に達成することができる。そこで、我が国に入る船舶等を運

航する運送業者に、出入国在留管理庁長官に対し、当該船舶等に乗ることとなる者の氏名等を報告させるとと

もに、当該報告に係る者について我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係

る者を当該船舶等に乗せて我が国に入らせてはならないこととするものである。 

他方で、我が国にとって好ましくない外国人を我が国に入らせないこととして、公正な出入国管理を図るた

めには、乗員や乗客を掌握すべき立場にある運送業者の協力が不可欠であるところ、運送業者は、自らの運送

手段を他国の領域内に乗り入れるという特権を得て、これにより多数の乗客の運搬を行って膨大な利益を享受

するものであることから、国際慣行上、運送業者に対しては、それに見合う応分の負担として、このような義

務を負わせることが許容されるものである。 

＜必要となる規制新設・拡充の内容＞ 

・我が国に入国・上陸することができない外国人は、我が国に入ることが相当ではない外国人として、我が国

に入る船舶等を運航する運送業者に対し、このような者を当該運送業者が運航する船舶等に乗せて我が国に入
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らせてはならないことを義務付ける（運送禁止義務）とともに、その前提として、出入国在留管理庁長官にお

いて当該船舶等に係る予約者が本邦に入ることが相当かどうかを判断するため、当該運送業者に対し、当該船

舶等に係る予約者の情報の提供を義務付ける（報告義務）こととするものである。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜法令案の要旨＞ 

・  

＜規制を緩和・廃止する背景、発生している課題とその原因＞ 

・  

＜必要となる規制緩和・廃止の内容＞ 

・  

２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証） 

【新設・拡充】 

＜その他の規制手段の検討状況＞ 

☑検討した □検討しなかった

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由） 

・当該新設規定は不法滞在を企図する外国人等我が国にとって好ましくない外国人の入国・上陸を防止すると

いう目的を実現するための規定であるところ、その他の規制手段では当該目的を実現することができないため。 

＜その他非規制手段の検討状況＞ 

☑検討した □検討しなかった

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由、既に導入済みの非規制手段の内容） 

・当該新設規定は不法滞在を企図する外国人等我が国にとって好ましくない外国人の入国・上陸を防止すると

いう目的を実現するための規定であるところ、その他の非規制手段では当該目的を実現することができないた 

め。 

３ 効果（課題の解消・予防）の把握 

【新設・拡充】 

・当該新設規定により、我が国に入る船舶等を運航する運送業者は、出入国在留管理庁長官に対し、当該船舶

等に係る予約者の氏名等を報告しなければならず、出入国在留管理庁長官から、当該報告に係る者について我

が国に入らせることが相当ではない旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて我が

国に入らせてはならないこととなるから、我が国にとって好ましくない外国人を本邦に入らせないこととする

ことが可能となり、公正な出入国管理を実現することができる。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

・  

４ 負担の把握 

【新設・拡充】 

＜遵守費用＞ 
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・運送業者によっては、システムの設定変更等の費用が発生する可能性がある。

＜行政費用＞ 

・運送業者からの報告を受けるとともに、当該運送業者に対して通知を行うための事務コストを要することが

考えられる。 

＜その他の負担＞ 

・本規制を遵守するため、追加で費用を負担することは想定していない。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【緩和・廃止】 

＜規制緩和・廃止により顕在化する負担＞ 

・  

＜行政費用＞ 

・  

＜その他の負担＞ 

・  

５ 利害関係者からの意見聴取 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

☑意見聴取した □意見聴取しなかった

（意見聴取しなかった理由） 

□具体の規制内容は下位法令に委任するため、意見聴取する中身がない

□遵守費用が発生せず、意見聴取する理由がない

□参加者の抽出又は参集が困難なため、別途、アンケート調査を行っている

□他の府省で、別途、関連する意見聴取を行っており、それを参考にしている

□その他

（具体の理由：   ） 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・特になし

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

・ 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

・ 

６ 事後評価の実施時期 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

＜見直し条項がある法令案＞ 

・  

＜上記以外の法令案＞ 

・法令案の施行の日から５年後
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No. 質問者 該当箇所

1 朝日委員 p.1＜規制を新設・拡充する背景、発生している課
題とその原因＞

2 朝日委員 p.2-3　＜遵守費用＞・運送業者によっては、システ
ムの設定変更等の費用が発生する可能性がある。

3 朝日委員 p3　効果（課題の解消・予防）の把握

4 横田委員 規制の事前評価書（案） 我が国にとって好ましくない外国人とは、明確な定義や例示がされているのでしょ
うか？また意見聴取を行った対象・数について差支えのない範囲でご教示くださ
い。

　我が国にとって好ましくない外国人の類型としては、
・テロリスト
・不法残留を企図する者
・不法就労を企図する者
などを想定しております。
本件規制の事前評価の対象である、報告義務や運送禁止義

務について意見聴取を行った団体の対象及び数については、
・航空関係の業界団体　４団体
・船舶関係の業界団体　３団体
です。

船舶経由で発生している当該の事案の頻度・件数・その他の入国経路に対する
割合などの規模感について教えてください。

　航空機や船舶で我が国に入国し、その後、上陸申請に及ん
だものの、口頭審理の結果、上陸のための条件に適合しない
ものとして、我が国に上陸することを拒否され、退去命令を受
けた外国人の数は、2024年の数値で7,220件（出入国管理統
計）に及びます。
　退去命令件数を港別に見ると、空港が7,175件（全体の約
99.4％）、海港が45件（全体の約0.6％）です（注）。
（注）2024年の外国人入国者数（船舶観光上陸許可者等の特
例上陸許可者数は含まない。）は36,779,964人であるところ、港
別では空港が36,217,962人（全体の約98.5％）、海港は562,002
人（全体の約1.5％）です。

１）個人情報の保護など一連の制度運用がなされると思われますが、運送業者の
規模によってそれらへの制度・システム対応の負担のインパクトが異なるようにも
思います。このことに関する意見聴取の有無、されているようであればその内容に
ついて教えてください。
２）運用について、港湾管理者や事業者の対応事項はありますか。もし利害関係
者に該当するようでしたら、これについても意見聴取の有無と内容について教え
てください。

（１） 本件規制の事前評価の対象である報告義務や運送禁止
義務について、航空及び船舶関係の業界団体に対して説明会
を実施し、意見を聴取しました。頂戴した御意見を踏まえ、特に
船舶関係の業界団体と報告の具体的方法などの運用面につ
いて引き続き協議することとしております。
（２） 港湾管理者の対応事項はありませんが、上記のとおり、
運送業者は報告義務や運送禁止義務を履行する必要がありま
す。

背景として、p1に「一旦本邦に入ってしまった以上、当該外国人を送還するために
は多大な労力と経費を要することとなり、公正な出入国管理に大きな支障が生ず
る」とありますので、従来業務の負担軽減・回避費用も効果の一環かと思われま
す。この点に関する定量的な見込みの試算など可能であれば教えてください。

　本件規制の事前評価の対象である報告義務や運送禁止義
務を創設することにより、我が国にとって好ましくない外国人の
入国を阻止し、我が国にとって好ましくない外国人の送還等に
係る業務負担や費用の削減が期待されます。
　もっとも、当該義務を課すことにより削減される送還等に係る
業務の負担や費用を定量的にお示しすることは困難です。

規制の事前評価書（案）に対する質問・意見

質問・意見 回答
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